
                            

       

学校給食費の改定について 

 

 

  現在、本市の学校給食費（以下「給食費」という。）予算については、保護者が負担する給食

費単価に物価高騰対策分として 1 食あたり 30 円を上乗せした金額を計上し、食材料購入を行っ

ている。 

  この対応は、あくまで急激な物価高騰に対応するための暫定的な措置であり、本来食材料購入

費は給食費により賄うべきものとされていることを鑑み、物価の上昇分を的確に把握し給食費に

転嫁させることで受益と負担の公平性を図る必要がある。 

こうしたことから、物価高騰の影響に対応するためのあるべき給食費について、令和６年 1 月

18 日に立川市学校給食運営審議会へ諮問を行い、２月２日に同審議会から答申が出されたことか

ら、その結果に基づき令和６年２月８日開催の第３回教育委員会定例会にて審議し、以下のとお

り改定額を決定した。 

１ 改定の考え 

立川市学校給食運営審議会での改定のポイントは以下のとおり 

・文部科学省「学校給食実施基準」に定める「学校給食摂取基準」に沿った栄養バランスのと

れた学校給食を安全・安心に提供できる給食費（＝食材料費）であること 

・近隣自治体（多摩 26 市）の給食費と比較し、著しい乖離がないこと  

これらに基づき、一食あたりの給食費の改定額を以下のとおり決定した。 

  

２ 改定額（一食単価） 

  

 ３ 改定時期 

  令和６年度分給食費より（令和６年４月１日施行） 

学  年 
小学校低学年 

（１・２年） 

小学校中学年 

（３・４年） 

小学校高学年 

（５・６年） 

中学校 

（１～３年） 

１食単価（現行） 243 円 257 円 272 円 328 円 

１食単価（改定後） 271 円 288 円 306 円 354 円 

増 額 28 円 31 円 34 円 26 円 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 
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